
 

 

 

エヌエヌ生命保険株式会社（代表取締役社長：フランク・エイシンク、本社：東京都千代田区）は「責任ある機

関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に賛同し、その受入れを表明します。 

 

＜基本的な考え方＞ 

当社では、投資先企業の企業価値向上による中長期的な投資収益の向上を目指し、目的を持った対話、

及び議決権行使等を通じて、機関投資家としての責任を果たしてまいります。 

外部の運用機関に運用を委託する場合は、同機関に対して、適切なスチュワードシップ活動の実施を要

請すること等を通して、同責任を果たしてまいります。 

 

当社の「日本版スチュワードシップ・コード」への取組方針については以下の通りです。 

 

＜原則１ 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表す

べきである＞ 

 

当社は、「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に賛同し、以下

の各原則のもとに掲げる方針通り、スチュワードシップ責任を果たすことに努めます。 

 

＜原則２ 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な

方針を策定し、これを公表すべきである＞ 

 

当社は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、関連法令、当社にて定め

る「利益相反管理方針」、及び関連する社内規程を遵守し、適切に管理いたします。 

 

＜原則３ 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすた

め、当該企業の状況を的確に把握すべきである＞ 

 

当社は、投資先企業の持続的成長に向けて、財務情報のみならず非財務面の事項も含め、当該企業の状

況を把握するよう努めます。 

 

＜原則４ 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識

の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである＞  

 

当社は、中長期的視点から投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、その持続的成長を促すことを目

的とした対話を通じて、財務情報のみならず非財務面の事項も含め投資先企業と認識の共有を図るよう

努めます。 
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＜原則５ 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権

行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資す

るものとなるよう工夫すべきである＞ 

 

当社は、当社の定める議決権行使に関するガイドラインに基づき、議決権を行使します。 

また、当社は、株主価値の最大化という観点から、原則すべての議案に対して議決権を行使します。 

 

＜原則６ 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているの

かについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである＞ 

 

当社は、スチュワードシップの活動状況について、定期的にホームページで公表します。 

 

＜原則７ 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関す

る深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力

を備えるべきである＞ 

 

当社は、スチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行う為の体制の整備と人材の育成に努めます。 

 

以上 

 

 

 

 

エヌエヌ生命は、オランダにルーツを持ち、170 年におよぶ伝統を誇る NN グループの一員です。NN グループは、欧州および 

日本を主な拠点とし、18 ヵ国にわたり、保険および資産運用事業を展開しています。その名は、源流である「ナショナーレ・ネ

ーデルランデン」に由来しています。エヌエヌ生命は、1986 年に日本で初めてのヨーロッパ生まれの生命保険会社として営業を

開始して以来、30 年以上にわたり、中小企業とその経営者が財務や財産の面で安定した将来を確保できるよう支援しています。 

本件に関する問い合わせ先 

エヌエヌ生命保険株式会社 広報部   

TEL:03-5210-5599 FAX:03-6685-7700  Email: ML-IL-JP-CCA@nnlife.co.jp 
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